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　　　　　京丹波町を窓口とした新型コロナウイルス関連の支援事業をお知らせします

　住民生活への支援

支援に関する情報のつづきは、裏面に掲載しています

特別定額給付金給付事業

　緊急事態宣言のもと、国の感染症緊急対策として、一人について１０万

円が給付されます。

◆給付対象者   基準日（令和２年４月２７日）に京丹波町の住民基本台

　　　　　　　　　　　帳に記録されている方

◆申請方法　　　 世帯主に送付した申請書に必要事項を記入のうえ返信

　　　　　　　　　　　もしくはオンライン申請

◆申請期限　　　 ８月１７日（月）

◆給付方法　　　 原則、申請の世帯ごとに世帯主名義の銀行口座へ振り  

　　　　　　　　　　　 込み（５月２２日から順次振り込みを開始しています）

【問】　特別定額給付金等対策室　

　　　　電話８２－３８３５（平日の午前９時～午後５時）

　町民の皆さまには、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただき、感謝を申し上げます。　

　５月２１日、政府から京都府を含む近畿３府県の緊急事態宣言を解除することが発表され、５月２５日には残る特定警戒都道府県も解除

されました。

　６月１５日現在で、町内での感染者は確認されておりませんが、皆さまの命と健康を守るため、ここで気を緩めず、これまでにクラスターが

発生しているような施設や「３密」のある場所への外出を控えてください。大規模な催物の開催は、中止又は延期をお願いするとともに、少人

数での集会、イベント等であっても適切な感染防止策を実施していただくよう、引き続き、よろしくお願いします。

　また、国の専門家会議で示された感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けての取り組みをお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京丹波町長　太田　昇

　国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被用者（給

与等の支払いを受けている被保険者）が、新型コロナウイルスに感染する

などで就労ができず、給与収入が減少した場合に、傷病手当金を支給し

ます。

　詳しくは、住民課へ問い合わせてください。

【問】　住民課　　 電話８２-３８０３

傷病手当金の支給について

町税の徴収猶予の「特例制度」について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入に相当の

減少があった方は、町税等の徴収猶予が受けられます。

◆対　象　者　令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）において、前

　　　　　　　　　年同期に比べて収入が２０％以上減少しており、一時に納

　　　　　　　　  付等ができない方

◆猶予期間　 １年間

【問】　税務課　　　電話８２－３８０２

国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が重篤な傷病を負うな

ど保険税の納付が困難な方は、申請することにより、国民健康保険税が

減免となる場合があります。

◆対象者（①か②に該当する世帯）

　①新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯主が重篤な傷病を負った  

　　 世帯

　②世帯主の収入が前年の収入と比べて３０％以上減少した世帯

◆減免対象　

　令和２年２月１日以降に納期限となる国民健康保険税

　詳しくは、税務課へ問い合わせてください。

【問】 税務課　　　電話８２-３８０２

保険料の減免制度について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が大幅に減少し、保険料

（後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料）の納付が困

難な方は、申請により保険料の減免制度の対象となる場合があります。

　詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

【問】　後期高齢者医療保険料／住民課　　　　電話８２-３８０３

　　　　国民年金保険料　　　　 ／住民課　　　　電話８２-３８０３

　　　　介護保険料　　　　　　　 ／保健福祉課　電話８６-１８００ 

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等の支払い

が困難な事情がある方に対し、以下のとおり支払いの猶予をします。

◆対　　　象　　個人、法人のすべてのお客様

◆支払猶予　　令和２年３月検針分（４月請求分）から納期限を２カ月延長

　　　　　　　　　　（猶予期限後も支払い相談可）

　詳しくは、上下水道課へ問い合わせてください。

【問】　上下水道課　　 電話８３-９１０５

水道料金・下水道使用料の支払猶予について子育て世帯への臨時特別給付金
【京丹波町にお住いの公務員の方】

　子育て世帯の生活を支援するため、児童手当受給者に対し、対象児童

一人あたり１万円を臨時特別給付金として支給します。

◆申請方法　　各所属庁（勤務先）から証明を受けたうえで、振込先金融機

　　　　　　　　　　関口座確認書類を添えて、申請書を京丹波町住民課子育

　　　　　　　　　　て世帯への臨時特別給付金担当宛に原則、郵送で提出

※申請書などについて、詳しくは所属庁（勤務先）に問い合わせてください。

◆申請先　　

　基準日（令和２年３月３１日。ただし、令和２年４月より新高校１年生とな

　った児童については同年２月２９日。）時点で住所を有していた市町村

※基準日前後に転居した場合は、転出予定日が基準日以前であれば転出        

　先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村               

◆申請期限　　８月３１日（月）

　なお、公務員の方を除く当該手当受給対象となる児童手当受給者へ

は、５月２８日（木）に児童手当の振込口座へ振り込みしています。

【問】　住民課　　 電話８２－３８０３

※特例給付となっている
　 者を除く
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　　事業者への支援

　新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている町内小

規模事業者等の事業継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金

を支給します。

◆対象者　　　令和２年１月から５月のうち任意の月の売上が、前年同月    

　　　　　　　　　と比べて３０％以上５０％未満の範囲で減少した町内の中

　　　　　　　　　小企業、小規模事業者等

◆給付額　　 上限３０万円

◆申請期限　８月３１日（月）

◆提出書類　申請書、確定申告書の写し、直近の売上状況の分かる

　　　　　　　　 書類等

　詳しくは、にぎわい創生課へ問い合わせてください。

【問】　にぎわい創生課　　 電話８２-３８０９

小規模事業者等支援給付金事業

新型コロナウイルス対策新事業展開支援
補助金

　新型コロナウイルス感染拡大により、売上が減少している町内事業者

が、その対策として新たに取り組む事業を支援するための補助金を交付

します。

◆対象者　　 

　町内に本社または主たる事業所などを有し、町税等を滞納していない

中小企業者、個人事業主、農林水産業者

◆対象事業（下記のいずれかに該当すること）

　①新商品・サービス開発等の事業展開、既存事業の拡充

　②販路開拓や販売促進

　③新規受注獲得のための設備増強、品質の向上

　④営業形態の転換や拡大

　⑤その他制度の目的に合致する取り組み

◆補助金　　 

　上限３０万円（補助率：１０/１０）

※補助金の交付は１事業所１回

◆申請期限

　８月３１日（月）（ただし、総申請金額が予算額に達し次第、受付終了）

詳しくは、にぎわい創生課へ問い合わせてください。

【問】　にぎわい創生課　　 電話８２-３８０９

住民生活への支援については、他に京都府からの直接支援

制度の生活福祉資金の貸付拡大などもありますので、府ホーム

ページなどで確認してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響による借入や融資等の手続きに必要

となる各種証明書の交付手数料を免除します。

◆手数料を免除する証明書

　住民課　住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書

　税務課　各種税証明書

◆期間など　　開始日　　 ５月２１日（木）

　　　　　　　　　適用期間　５月１日（金）から１０月３０日（金）まで

　　　　　　    　　　　　　　　（状況によって延長する可能性があります）

※すでに有料で証明書を交付されており、還付を請求される方は、担当

　課へ問い合わせてください。申し出に基づき、発行履歴を確認後、必要

　書類を送付します。記入した書類を返送いただいた後、還付手続き（口

　座振替）を行います。

※申し出がない場合、免除されないことがありますので注意してください。

【問】　住民課　　 電話８２-３８０３

　　　　税務課　　 電話８２-３８０２

新型コロナウイルス感染症に関する
証明書交付手数料の免除について

他に国の支援制度として、雇用調整助成金や持続化給付金

などや、京都府の支援制度として、休業要請対象事業者支

援事業などの支援がありますので、府ホームページなどで確認

してください。

「テイクアウト京丹波」事業

　新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている町内事

業者を応援するため、テイクアウト（持ち帰り）を行っている事業者情報を

町ホームページ等に掲載し、利用促進をＰＲする「テイクアウト京丹波」

事業を展開しています。本事業に参加していただける事業者の方々を募

集していますので、希望の方はにぎわい創生課まで連絡してください。

【問】　にぎわい創生課　　 電話８２-３８０９

京丹波町スーパープレミアム商品券事業

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い落ち込む地域経済の回復をめざ

し、６月１日から１７日までを申込期間として、プレミア率３０％の「スーパ

ープレミアム商品券」の購入受付を実施しました。申込者には購入引

換券を郵送します（ただし、申し込みが多数の場合は抽選を行い、当

選者に購入引換券を郵送）。商品券の引換場所については、購入引

換券に明記します。

◆取　扱　 店　 舗　　 随時募集しています

◆商品券有効期限　　７月１日～１２月３１日　

　詳しくは、商工会またはにぎわい創生課へ問い合わせてください。

【問】　にぎわい創生課　 電話８２-０５７５

　　　　にぎわい創生課   電話８２-３８０９

　新型コロナウイルス感染症の影響により不利益が生じないよう、以下のと

おり対応します。

　 令和２年３月１日から令和２年７月３０日までの間に障害者割引の有

　　効期限を迎える方の有効期限を令和２年７月３１日に延長します。（窓

　　口等での手続きは不要ですが、有料道路通行時に申し出が必要）

　 新規、変更、更新手続きについて、令和２年７月３１日までは郵送によ

　　る手続きも可能とします。

【問】　保健福祉課　　 電話８６-１８００

障害者に対する有料道路通行料金の
割引期間の延長について

固定資産税の特例措置について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等にかかる収入が減少

した中小事業者の方は、令和3年度の固定資産税の一部または全額が

減額となる場合があります。

◆対象事業者

　租税特別措置法に規定されている中小事業者などで、令和２年２月   

　から１０月までの間における任意の連続する３カ月間の事業収入が、

　前年の同時期と比較して３０％以上減少している事業者

◆対象となる固定資産

　事業用家屋、償却資産（土地や住宅用の家屋は対象となりません）

◆申請期限

　令和３年１月３１日まで

　詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください→

【問】　税務課　　 電話８２-３８０２

商工会


